
農
業
に
お
い
て
も
、
労
働
者
を
雇
い
入
れ

て
事
業
を
営
む
場
合
は
、
個
人
経
営
で
あ

れ
法
人
経
営
で
あ
れ
、
労
働
契
約
法
・
労

働
基
準
法
等
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

こ
の
点
、
農
業
に
お
い
て
は
労
働
時
間
等

に
関
す
る
規
定
に
つい
て
労
働
基
準
法
等
に

よ
る
適
用
除
外
が
あ
る
も
の
の
、
根
本
的

な
規
定
に
つい
て
は
他
の
産
業
と
同
様
に
遵

守
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
点
が
見

落
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
法
令
上
求
め

ら
れ
る
雇
用
環
境
整
備
が
不
十
分
な
農
業

経
営
者
も
見
受
け
ら
れ
、
こ
れ
が
、
農
業

に
お
け
る
人
材
確
保
が
難
し
く
な
って
い
る

一
因
と
も
思
え
ま
す
。

農
林
水
産
省
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
て
も
、

農
業
法
人
等
の
50
％
が
新
規
の
雇
用
就
農

者
の
確
保
に
つい
て
よ
り
厳
し
く
な
って
い
る

と
回
答
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
表

A
）、
働
き
方
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
な
い

企
業
は 

58
％
に
も
上
っ
て
お
り
（
表
B
）、

雇
用
環
境
の
整
備
・
人
材
の
確
保
に
は
ま

だ
課
題
が
あ
る
状
況
で
す
。

農
業
が
高
度
化
・
６
次
産
業
化
等
で
大

き
な
変
化
を
遂
げ
て
き
て
い
る
中
、
優
秀
な

人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
を
改

善
し
、
労
働
基
準
法
を
適
切
に
遵
守
し
た

う
え
で
、
他
産
業
と
同
等
以
上
の
労
働
条

件
を
設
定
す
る
な
ど
、
適
切
な
労
働
環
境

の
整
備
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

使
用
者
が
労
働
者
を
雇
用
す
る
に
は
、

労
働
契
約
の
締
結
が
必
要
で
す
。

労
働
契
約
と
は
、
労
働
者
が
使
用
者
に

使
用
さ
れ
て
労
働
し
、
使
用
者
が
こ
れ
に

対
し
て
賃
金
を
支
払
う
こ
と
に
つい
て
、
労

働
者
及
び
使
用
者
が
合
意
す
る
こ
と
に
よっ

て
成
立
す
る
契
約
で
す
。

こ
の
成
立
に
は
、
意
思
表
示
の
合
致
が
あ

れ
ば
足
り
、
書
面
に
よ
る
な
ど
の
様
式
性
は

求
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
労
働
契
約
書
の

作
成
は
必
ず
し
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
労
働
基
準
法
15
条
１
項
に
お

い
て
、
使
用
者
が
労
働
者
を
雇
用
す
る
場

合
に
は
、
表
C
、
表
D
の
よ
う
な
多
岐
に

わ
た
る
事
項
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。な
お
、項
目
に
よって
は
、

口
頭
で
は
足
り
ず
書
面
（
本
人
が
希
望
し

た
場
合
は
F
A
X
・
電
子
メ
ー
ル
可
）
に
よ

る
明
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労

働
法
６
条
１
項
に
お
い
て
、
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
に
つい
て
は
、
表
C
の
昇
給

に
関
す
る
事
項
（
昇
給
の
有
無
等
）
も
書

面
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

以
上
か
ら
、
労
働
条
件
通
知
書
に
前
記

事
項
を
記
載
し
、
労
働
者
に
交
付
す
る
こ

と
、
あ
る
い
は
、
前
記
事
項
を
記
載
し
た

労
働
契
約
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
雇
い
入

れ
時
の
適
切
な
労
務
管
理
と
い
え
ま
す
。

就
業
規
則
と
は
、
労
働
者
の
就
業
上
遵

守
す
べ
き
規
律
及
び
労
働
条
件
に
関
す
る

具
体
的
細
目
に
つい
て
定
め
た
規
則
類
の
総

称
を
いい
ま
す
。

農
業
に
お
い
て
も
他
の
産
業
と
同
様
、

常
時
10
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事

業
場
に
お
い
て
は
、
労
働
者
か
ら
の
意
見
聴

取
の
う
え
所
定
の
事
項
を
定
め
た
就
業
規

則
を
作
成
・
届
出
し
、
労
働
者
に
周
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
（
労
働
基
準
法
89
条
・
90
条
・

１
０
６
条
）。
こ
こ
で
、
労
働
者
の
人
数
は

企
業
単
位
で
は
な
く
事
業
場
単
位
で
の
判

断
に
な
る
た
め
、
例
え
ば
３
つ
あ
る
事
業
場

の
う
ち
１
つ
の
事
業
場
で
10
人
以
上
の
労
働

者
が
い
れ
ば
、
当
該
事
業
場
に
つ
き
就
業
規

則
の
作
成
・
届
出
が
必
要
で
す
。

事
業
場
ご
と
で
も
労
働
者
の
人
数
が
前

記
人
数
に
満
た
な
い
場
合
、
就
業
規
則
の

作
成
・
届
出
は
必
ず
し
も
義
務
付
け
ら
れ

て
は
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
確
か
に
農
業
は
従

業
員
数
が
少
な
い
小
規
模
な
形
態
で
行
わ

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
も
の
の
、
将
来
の
事

業
拡
大
や
労
働
者
の
就
労
環
境
の
安
定
・

人
材
確
保
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
労
働

者
の
人
数
が
10
人
未
満
の
場
合
で
あ
って
も

就
業
規
則
を
適
正
に
定
め
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
い
え
ま
す
。

農
業
に
お
い
て
は
、
個
人
経
営
の
場
合
、

従
業
員
数
が
５
人
未
満
で
あ
れ
ば
労
働
保

険
の
加
入
が
任
意
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
社

会
保
険
に
つい
て
は
、
従
業
員
数
に
か
か
わ

ら
ず
、
加
入
は
任
意
と
な
って
い
ま
す
。
他

方
、
法
人
経
営
の
場
合
、
１
人
で
も
従
業

員
が
い
た
場
合
に
は
労
働
保
険
及
び
社
会

保
険
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

労
働
保
険
・
社
会
保
険
は
従
業
員
が
安

心
し
て
働
く
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の

で
す
。
経
営
主
体
・
従
業
員
の
人
数
等
に

応
じ
て
労
働
保
険
・
社
会
保
険
に
適
切
に

加
入
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

優
秀
な
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

労
働
契
約
法
・
労
働
基
準
法
を
は
じ
め
と

す
る
労
働
法
規
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
福

利
厚
生
を
充
実
さ
せ
、
労
働
者
が
働
き
や

す
い
職
場
に
す
る
の
が
最
も
効
果
的
な
手

段
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
農
業
に
お
い
て
も

変
わ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
業
経

営
に
お
い
て
労
働
環
境
を
整
備
す
る
こ
と

で
、
農
業
人
材
を
よ
り
拡
充
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

農
業
の
労
働
契
約
に
つ
い
て

使
用
者
が
対
応
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
と

労
働
環
境
の
整
備

今月の
コラム

c o l u m n

は
じ
め
に
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労
働
契
約
の
締
結

1

お
わ
り
に

2

就
業
規
則
の

作
成
・
届
出

3

労
働
保
険
・

社
会
保
険
へ
の
加
入

労働契約の期間に関する事項（期間の定めがない場合は、「期間の定めなし」とする）

期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項

賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

退職に関する事項（解雇の事由を含む）
※書面の交付による明示が必要（昇給に関する事項を除く）

【表C】必ず明示する事項

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職
手当の支払の時期に関する事項

臨時で支払われる賃金（退職手当を除く）、賞与等、最低賃金額に関する事項

労働者に負担させるべき食費・作業用品その他に関する事項

安全・衛生に関する事項

職業訓練に関する事項

災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項

表彰及び制裁に関する事項

休職に関する事項
※口頭または書面による明示が必要。「使用者に定めがある場合」とは、「使用者が就業規則などで関連する規定を置く場合」を指すものであり、
　主な明示事項は上記のとおりです

【表D】使用者に定めがある場合に明示する事項

既に
働き方改革に
取り組んでいる

42％

働き方改革は
必要だと思うが、
具体的に取り組
んでいない
54％

働き方改革が
必要だとは思わない
4％

菅
原
　
清
暁

弁
護
士

【表B】

順調である
23％

より厳しくなっている
50％

判断できない、
わからない
28％

その他
1％

【表A】


